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（請願趣旨） 

平素は犬山市政に並々ならぬお力を注いで頂きありがとうございます。 

さて、3 月 11 日の震災、そして東京電力福島原発の事故以来、個人の価値観、生活様式を含め、社会が大き

く変わってきていることを実感しています。特に子どもを持つ親にとって、今回の原発事故の放射性物質の拡

散の問題は、身近な脅威となっております。 

物流が発達した日本において、原発から離れている犬山市とて人ごとではありません。近所のスーパーはも

ちろん、学校、保育園の給食に使われる食材が安全かどうかは、保護者の大きな関心事項となっています。 

現在、ご存じのように、厚生労働省により『食品衛生法上の暫定規制値』が設定されています。厚生労働省

は、規制値以上のものは食品衛生法第 6 条第 2 号「有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、

又はこれらの疑いがあるもの」に当たるものとして販売出来ないとしています。そして規制値以下の食品は“安

全”であるという認識の下、流通しています。 

 「検出は規制値以下」ということは言いかえれば「規制値以下だが検出されている」ということです。それ

は果たして本当に“安全”でしょうか？それがいくら安全だと言われても納得できない、というのが子を思う

親として、人として、自然な感情だと思います。 

『暫定規制値』というのは、本来基準が必要無かったもの（＝放射能汚染されてなかった食品）が汚染され、

それを流通させるために仕方なく設定したものです。事故から半年以上経過した現在なお、『暫定』の状態が

続いており、それがいつまで続くか見通しも立っていません。 

事故により大気中、及び海洋へ大量に放射性物質が放出され続けている以上、放射能で汚染された食品を口

にする確率を 0 にすることは出来ないにしても、限りなく 0 に近づける努力はするべきだと考えます。 

長野県松本市や、愛知県岡崎市では、地産地消の観点から給食に地元産の食材を使うのはもちろんですが、

放射能測定器を導入し、独自に検査し、給食を提供しています。茨城県龍ケ崎市では一般市民が、各自持ち込

んだ農畜産物・水等を検査出来る機器（シンチレーション検出器）を導入しました（市民は使用料無料）。ま

た近くでは岐阜市でも、放射線測定器 310 台購入の補正予算 約 5,000 万円が岐阜市議会で可決されました。 

風評被害を正しく避けるには、数値を測って公表する。愚直ですが、これを繰り返すしかありません。安全

は測ることで得られ、安心はそれを知ることで得られます。それを一地方自治体がやるということは国や、生

産者、流通業者を信用していない、ということではなく、自治体として市民の安全を確保し、市民の信用、信

頼を得る、という非常に意味のある行為です。 

以上のことを踏まえ、犬山市の市民及び、学校給食の安全・安心の為に以下のことを要望します。 

 



犬山市民及び学校給食の安心・安全に関する請願書  

（請願事項） 

① 保育園・学校給食に関して、地元産で賄える食材は地元産（犬山市・愛知県・及び近県）を使う。 

② 地元産で賄えない物は、信頼できる産地、メーカー（独自で放射性物質対策、放射能測定検査、数値の公

表等を行っている産地やメーカー）を精査し使う。 

③ 市で放射能測定器を導入し、使う食材を（地元産の物も含めて）随時検査する。 

④ 検査結果、対応した事案を広報誌・インターネット等で公表する。 

⑤ 現在の献立に、食材の産地・メーカーも併記する。 

⑥ 内部被ばく 0（ゼロ）を目指して、犬山市独自の放射線規制値を設定する。 

⑦ 家庭での食の安全・安心に関して、市役所や市民健康館さら・さくら等に、物品を個別に持ち込んで検査

できる機器を導入する。 

 

市民の不安を取り除くのが行政、政治のはず。子どもを持つ親の思いに応えて頂けたらと思います。安心し

て子供を育てられる犬山市であって欲しいと思います。何とぞご検討、ご対応のほどよろしくお願いします。 
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【署名について】自署の場合、印鑑は必要ありません。代筆の場合は印鑑が必要です。 

【住所について】 “同上”や“〃”では無効になります。全てご記入下さい。 

この署名用紙は厳重に保管し、集計後提出されます。請願以外の目的に利用することはありません。 

※締め切りは平成 23年 11月 20日（日）です。21 日に提出し、12月初旬の議会に掛けられます。 

●署名集計先 古屋千夏／犬山市今井反保 25 番地／070-5408-7029 


